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はじめに

　市民 / 個人という立場から、どう多文化社会の創造を促進できるか。私の仕事
と活動の目的はこの一点に尽きる。私は、外国人女性支援の NGO のスタッフ、
市民活動の総合支援を行う NPO でコーディネーターとして、その後、市民社会
の中に軸足を置いて仕事をしてきた。本書全体は、「多文化共生政策の実施者に
求められる役割」をテーマにしているが、政策をめぐる議論は市民からは非常に
遠い印象があり、政策、もっといえば政治に関わる問題について、日本では市民
社会において、議論が成熟している印象はまだない。
　世界に目を向ければ、多様な文化や言語背景をもつ人々が１つのコミュニティ
に共生しつつある一方で、摩擦、さらには紛争も世界中を見れば珍しくない。ド
イツやフランスでは移民政策が常に政治の上でも重要な論点の１つになってお
り、人々やメディアは関心を寄せている問題である。
　国レベルの政策として、総務省は 2006 年に「地域における多文化共生推進プ
ラン」を出した。その具体的な施策は各地方自治体に任されており、それぞれが
多文化共生推進計画を策定し、具体的な施策を進められつつあるが、受け入れを
促進するのかどうか国としての方向性、方針も示すことができていない。この問
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題の議論が大きな国民的関心の的にはなっていないからだろう。参政権を持たな
い外国籍市民の意見はそもそも政策課題には反映されにくい。したがって有権者
である日本国籍市民は彼ら／彼女らの思いや意見も代弁し、意見表明することが
多文化社会を目指す上で求められると思う。しかし個々のボランティアや NPO
単体では難しい。そんな中で、市民社会側に立つ NPO のコーディネーターとし
ての役割はどうあるべきなのか。
　本稿では、私は主に NPO の立場から、広い意味での多文化共生に関わる政策
上１への NPO の関わりについて、コーディネーターとして仕事をしてきたこと
を振り返りながら NPO におけるコーディネーターの役割、その課題や今後のあ
り方を考える。

１　多文化社会の担い手としての市民

（１）市民社会の領域の広がり
　かつては、中央政府は国民の衣食住のために、産業を発展させ経済成長を牽引
することで国民の幸福を実現してきたが、人々は衣食住だけではない幸福を求め、
価値も多様化してくるようになった。その多様性も地域ごとに事情が異なり、もっ
といえば、個人のニーズも個別性が増してきた。したがって、中央からの一律的
な解決策の実施ではなく、できるだけ市民の身近なところ（地方）で課題を解決
しようという方針で、地方分権が推進されてきた。
　しかし、一口に地方といっても多様性の幅もある。ニーズの個別性も高まる一
方で、人口減少と高齢化という人口動態も公共サービスのあり方に大きなインパ
クトを与える背景になっている。右肩上がりの経済成長は今後見込みにくい中で、
どんなニーズを見つけても、その担い手がいないと対応が難しくなる。
　公共サービスは一定の方法に従ってルールが定められ、そのルールに則って、
原則的には一律に提供される。多様性や個別性を前提に対応することは難しいも
のが多い。当然、公共サービスには公平に保障されるべき性質のものもあるが、
それでは対応できずにこぼれてしまうものがある。たとえば、本来は労働法で保
護されているにもかかわらず外国人の労働者の場合、日本語があまりわからなく
周囲のサポートも十分でなかったら、雇用者から不当な扱いを受けても異議を唱
えにくく泣き寝入りを余儀なくさせられる可能性が高くなる。また、生活保護法に
おいて従来外国籍市民に対しては準用という形で保護されうるに過ぎず、また受
給の可能性はあっても申請自体も言語や手続きの難しさもあり容易ではない２。
このようにそもそもサービスを受ける対象として確実ではなかったり、そもそも
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情報が届かなかったり、といったことがある。多様な人々の共生社会を築くとい
うことは、一律公平性の原則と衝突する要素をもっている。単に地方分権を進め
るだけでは、多様化への対応は難しい。
　したがって、地方分権と並行して、公共サービスの担い手の多様化もセットで
考える必要がでてきた。太平洋戦争後の日本は、公共部門はすべて役所（行政）
にお任せで、国民は産業発展に集中してきたので、「民」といえば、企業などの
経済活動をもっぱら意味していた。しかし、公共サービスは行政だけが担うもの
ではないし、本来、「地方自治体」とは、役所、議会、市民の三者を含むもので
ある。つまり、市民が主体的に政策提案を行ったり、公共サービスの提供者になっ
たりしていくことが今まさに改めて求められている［松下 2007:17］。
　しかし、行政に解決のすべての方策を求めるのではなく、コミュニティの相互
のつながりの中でもできることがあるし、また支援の手を差し伸べたいと思う人
もいる。そうしたコミュニティを自ら参加してつくっていこうとする、いわば自
治意識の高まりやボランティア活動の浸透も広がりつつある。この意識は、阪神
淡路大震災以降、災害が発生するたびに高まりながら、徐々にボランティアセン
ターの設置などという形で定着してきている。

（２）市民が支える在住外国人のセーフティネット
　他方で、自治体の財政難とも軌を一にして、ボランティアや NPO が安上がり
の下請けに使われているのではないかと思われることも少なくない。行政などか
らの委託事業や、助成などでは人件費などを計上できないか、あるいはできても
非常に低く抑えられていることが多く、ボランティア・NPO 活動の促進を政府
が旗振りすることの裏には財政問題があるというのも事実である。
　とりわけ、多文化社会の問題、外国人住民の抱える課題は行政サービスの範囲
からこぼれているものが多い。今でこそ多言語化された行政情報は増えたが、そ
れでもすべてではない。情報を受け取れず困る人を見かねたボランティアが翻訳・
通訳に取り組んでいることも多い。阪神淡路大震災の際、避難所の情報が日本語
でしか提供されなかったため、日本語のわからない外国人住民が情報を求めて混
乱していた。そこで、問題に気づいた人々がボランティアで多言語の支援情報を
各地の避難所へ張り出した。この動きがその後、多文化共生に関わる市民活動の
広がりや行政との協働の取り組みにつながった。
　その流れは今も続いている。地域日本語教室、子どもの学習支援、労働者の相
談対応、医療などの通訳、DV 被害者支援などの様々な課題の現場は、ボランティ
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アや NPO といった市民によってかろうじて支えられている。地域日本語教室、
子どもの学習支援では、学習パートナーはボランティアが主たる担い手である。
　積極的な意味で、ボランティアが担う意義がある場合ももちろん多い。しかし、
人権の擁護などの問題においてはボランティアや NPO が守りきることが難しい
こともある。例えば、私が運営支援をしている外国人女性の支援団体の代表は、
次のような問題を挙げる。外国人の DV 被害者を支援する複数の NPO の間で、
ボランティアの通訳の派遣をネットワークで行っているところがあるが、DV 防
止法に関わる基本的な知識が不十分のまま通訳を行っているのではないかと思わ
れるケースがあるという。十分に通訳できているかをチェックする機能はなく、
必要な言語の通訳者の多くは外国人女性で平日は仕事をしているため、研修を開
いても参加しない人が多い。それでも、通訳がいないよりはよいだろうという中
で通訳派遣がかろうじて成り立っている。 
　このように、とりわけ外国人の権利擁護は現実には市民社会（ボランティア）が瀬
戸際で支えているといっても過言ではない。今後、日本が外国人を労働者として受け
入れていく方針をとるならば、既存の制度でカバーしきれない課題はこれからも出てく
るだろう。では多文化社会の中でボランティア・NPO だけが、役割を担っていくべき
なのだろうか。どこからどこまでがボランティア・NPO の領域であると明確には線引
きできないだろうが、熟慮や議論もなく、なし崩し的に公的サービスがボランティア・
NPO への依存だけを深めていくのは、市民社会の自治の育成にとっても問題である
し、先の例に挙げたように、人権が絡むケースについては非常に危うい要素をはらん
でしまう。人権の問題は特に人によって保障に差があったり、保障が遅れたりするこ
とはあってはならない。公平に保障されるためには公的に制度化、つまり政策の中に
盛り込まれ実施されることが必要である。
　
２　政策に民間の立場からどのように関われるのか

　この節では、多文化社会に関する政策に対するボランティアや NPO の関わり
方について、アドボカシーと、行政との協働の２つの側面から現状と課題を考え
てみたい。行政との協働については、私がコーディネーターとして関わった実践
の事例を振り返る。

（１）アドボカシー（政策提言）
　地方自治体での多文化共生に関する政策は、外国人住民が多く住む地域とそう
でない地域とでは、かなり差があるように思う。たとえば、大阪府域ではニュー
カマーの集住地域はあまりなく、政策として打ち出された「大阪府国際化戦略ア
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クションプラン」は、多文化共生というよりも、留学生の受け入れ促進や日本人
学生のグローバル人材化の促進が全面的に掲げられ、多文化共生社会に向けての
メッセージや姿勢は見えてこない３。他方、多文化社会の課題の前線では、中国
帰国者とその家族の問題、在日コリアンの高齢化の問題、技能実習生の労働問題
など、様々な課題があるが、政策レベルではほとんど議論されていない。
　政策過程を細かくみると、一般的には、課題設定、政策立案、政策決定、政策
実施、政策評価、の５つの段階に分けられる［阿部・内田・高柳 1999:237］。ボ
ランティア・NPO は、政策決定そのものには参加できないが、それ以外の段階
には関与は可能であろう。しかし、実態としては、政策実施（施策）の段階で、
ボランティアや NPO の「活用」と位置づけられがちである。ボランティアや
NPO の側も施策の段階で委託金や補助金を受けるなど、行政からの資金は１つ
の財源になっているところも少なくない４。特に、福祉分野の政策ではボランティ
アや NPO の「活用」がしばしばうたわれる。その専門性が活用の根拠でもあるが、
別の側面としては行政職員が担うより、人件費が安いという意味もある。市民活
動の成熟という点から見ても、この方策は非常に危うい。
　NPO は行政の手の届かないところなど、既存の仕組みでは対応しにくい社会
的ニーズに手を差し伸べることに加えて、そうした社会の制度や仕組みの不具合
に対し、アドボカシー（政策提言、代弁）する役割がある。しかし、目の前のニー
ズ対応に追われていて、そこから見える課題解決のためのアドボカシーまで力を
入れられていないことが多い。より実効性のある政策が策定されるためには、
NPO は実践現場の人々の声を課題設定、政策立案に反映されるように働きかけ
たい。

（２）行政と NPO との「協働」
　「政策実施」の場面においては、行政の「NPO との協働」が広まっている。先
に述べたように自治体の財政難がそれを後押ししている形だが、私がコーディ
ネーターとして行政と「協働」の事業に取り組んだとき非常に難しさを感じた事
例がある。ここでは、その担当業務を振り返りながら、協働事業について課題を
考えてみたい。
　私の所属していた NPO が地元自治体の外郭団体である国際交流財団から、国際
交流ボランティアのコーディネーション事業の委託を受け、私はその事業を直接
担当することになった。その内容は、ボランティアを求めるニーズを受けて、活動
を希望する人をマッチングし、送り出すというものであった。登録希望者は増え
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る一方で、ニーズが増えずボランティアの活動先がないという問題があり、それ
を改善したいというのが委託に出された理由である。そこで、コーディネーション
の専門性を持つ民間組織と協働し、活性化させたいというのが委託元の希望で
あった。そこにはボランティア活動の活性化という施策の方針が示されていた。
　しかし結論からいうと、ほとんど改革は進まず、結局１年あまり後の委託契約
期間終了とともに、協働関係も終了したのである。委託といっても業務の進め方
を任されることはなく、財団の事務所に出向き他の職員と机を並べて仕事し、書
類の書式も前例に則り、委託元の「上司」決裁が必要とされるなど、委託以前の
通りに仕事をすることを余儀なくされた。委託にもかかわらず、委託元の「上司」
の指示を受けて業務すること自体も問題としてあったが、最も私が残念だったの
は委託時に合意した事業の改善目的に対し、そのアプローチ方法を変える提案を
したにもかかわらず実行することができなかったということである。活動が活性
化しないというのはそもそもニーズを受け付ける範囲が狭く、公共機関からの依
頼しか事実上受けていないというのが主な原因とみていた。したがって、ニーズ
を受ける条件を緩め、一般からもニーズを受け付けるようにしたいと提案してい
た。しかし、結局こうした改善提案を実現できなかった。
　施策の実施の場面での協働を積み重ねて、政策の改善へという道筋をつけた
かったが、結局具体的な成果を生み出すことができず、コーディネーターとして
は非常にやりきれない思いを後々まで引きずってしまった。協働事業の打ち切り
は、現場ではなく上部の組織的判断が働いた結果だったとは思うが、現場サイド
としてどのようなやり方がほかに可能であっただろうかと振り返ってみた。１つ
には、協働する財団の職員たちとの意識のずれを感じていた、ということがある。
財団での本事業の担当者は出向の行政職員でかつ決裁上の「上司」という位置づ
けであったし、他の職員も出向か、派遣社員という状況で組織内の意識醸成も難
しいと私は感じていた。それは、NPO に対し真に信頼し協働する意欲を持って
もらえなかった結果かもしれないと思う。ニーズを受ける条件を緩和すべきかど
うか、という論点に対して、譲れないという思いから、私は対抗的姿勢を見せて
いたと思う。しかし、その姿勢は決して功を奏さなかった。本当の協働関係を築
くためには、双方の協働の意欲、目的と到達目標の共有化が組織としてだけでは
なく、担当者同士のコミュニケーションの中、醸成される必要があったというこ
とである。この協働の意欲を共有するということをもっと意識して話し合う場を
つくるなど私から働きかけがもっとできたのではないかと思う。
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３　政策をめぐるコーディネーターのあり方

　多文化社会の中でボランティア・NPO の活動を支える立場から、政策を考え
るにはなにがコーディネーターとしての要点になるだろうか。今後さらに充実さ
せていきたい点および改めてコーディネーターの役割についてまとめてみたい。

（１）政策に対するコーディネーターの姿勢
　政策過程において、ボランティアや NPO が、政策課題の設定、政策立案の段
階でもっと関与していく必要がある。2012 年７月に改正入管法が施行され、制
度的には「外国籍」市民の「管理」がますます厳格化している。そんな状況の中
で、コーディネーターはどの位置に立つのかを明確にしておきたい。ボランティ
ア・NPO の活用のうたい文句の下に、市民を都合良く使うだけに陥っていない
だろうか。ボランティアや NPO は政策実施の末端を担うだけなのではなく、政
策自体も問う役割もある。市民社会に立つコーディネーターとしてはそのための
議論の場を作り、政策や政治を忌避せず向き合いたい。

（２）コーディネーターの間の連携
　コーディネーターは多様で多元的な関係をつなげて課題の解決を目指す。政策
をめぐる問題でも同じである。政策を動かすには、NPO 単独では難しい。もち
ろん所属する組織が動くならば、組織的な働きかけは有効だろう。また、組織を
超えてコーディネーター同士そのものも連携すれば、より効果的ではないかと思
う。ネットワーキングの中で、ビジョンの共有化、共通見解の提示、アドボカシー、
コーディネーターなどの人材育成なども必要である。多文化社会では細分化した
専門性がより深化するよりも、むしろ専門横断的、包括性が求められるだけに、
コーディネーター間の連携によって相互の知恵や経験を共有できる仕組みがある
と望ましい。

（３）社会的認知を高める
　コーディネーターとして、より活動しやすくする環境や条件を自ら整えること
も大切だろう。公共サービスの中でも福祉課題については地域福祉コーディネー
ター（コミュニティソーシャルワーカー）が施策化されているが、多文化社会コー
ディネーターは大学などでの育成が進んでいるものの、必要な現場での人材の配
置はまだまだである。
　実質的にコーディネーターの役割を果たしている人が NPO でも大勢いる。そ
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れでいいというよりも、もっと次へ進展させたい。他者からの多文化社会コーディ
ネーターの認知が高まることでよりコーディネーションがしやすくなる。必要性
の高まりが財源確保や、人材が育つ基盤にもなる。こうした積み重ねが、真に市
民社会の中から多文化社会を創りだすうねりを生み出せると思う。

（４）市民社会の中のコーディネーターの役割
　コミュニティが多様な人々を包摂し、人々は互いに関心をもって相互の多様性
を受け入れながら変容する。多文化社会コーディネーターはそんな社会が創造さ
れるために必要な触媒（あるいはつなぎ手）として具体化された専門職である。
　多文化社会コーディネーターは主として、地方自治体の国際交流協会や国際交
流センターで活動をしており、東京外国語大学主催の養成講座の修了生が増える
につれて今徐々に広がっている。こうした養成講座は受講しないで、あるいは多
文化社会コーディネーターの職名ももたずに、NPO や教育機関など、外国人支
援に関わる機関で、実質的にコーディネーターとして動いている人も他方でいる。
私も、多文化社会コーディネーターとしての職名ではなく、主にボランティアコー
ディネーターとして NPO で業務を担当していた。この NPO は、総合的に市民
活動の支援を行う組織（中間支援組織ともいわれる）５ で、多文化社会やいわゆ
る外国人支援を専門的には扱っていなかったが、事業の一分野として、多文化共
生が取り上げられており、私はその主担当として業務を担うことができた。
　事業といっても、外国人の生活相談や通訳支援など、いわゆる外国人支援その
ものに携わるのではない。相談が入れば適切な窓口、行政、民間を問わず紹介す
るが、単に電話番号や所在地を相談者に伝えるのではなく、窓口の担当者に相談
対応が可能かどうか、どのような方策での対応が可能かを確認して、相談者につ
なぐ。具体的な事例でいえば、保健師からの相談を思いだす。保健師は、外国人
母親と新生児の家庭訪問の際に意思疎通が難しいためどうしたよいかと相談を寄
せた。当面の対応として、通訳派遣を専門の NPO に相談するが、その NPO が
可能な範囲、その後はどう対応すべきかなど、当事者や関係者と話し合いながら
つないだ。また、発生している課題のアセスメントの結果によっては、改善ある
いは解決の方法を行政や NPO、一般市民のボランティアなどを交えて、コミュ
ニティで取り組むプログラムをつくり実施することもあった。
　その姿勢の背景にあったのは組織のミッションとして掲げられていた「市民自
治の向上」の意識だった。したがって、問題の起こりにくいコミュニティ、課題
が起こったときも相互に助けあいやすいコミュニティを創ることが、市民活動の
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中間支援組織としての役割であり、それを促すのがコーディネーターとしての役
割と私は認識していた。したがって、このことは、多文化共生の分野だけではな
く、福祉、環境問題といった市民活動の他分野でも同様のアプローチを主として
とってきた。もちろん他に担い手がいなければ、まず自らが直接支援に入るとい
うこともあるが、その場合も自律的な課題解決のコミュニティを醸成することを
目指してケースに取り組んだ。このような方針のもとで、どのように市民の参加
を促していくか（参加を促すことを「巻き込み」とも言っていた）が１つのポイ
ントとなっていた。これは多文化社会の創造においても重要な視点とも重なり、
コーディネーターとして重要な役割であると思う。
　松原は、NPO の役割は「課題解決から、社会的イノベーションを進めるコミュ
ニティを形成することへ移しつつ」あるとし、「地域や会社といったコミュニティ
が弱体化し、孤立化が進む世界において、人々に不断の『協力できる社会』を提
供することが NPO に求められて」いるという。したがって「目標に向かって進
める、希望と能力があるコミュニティを成長させること。NPO の新しい時代の
役割は、人々が属すに足り、達成を分かち合い、自己の能力を高められるコミュ
ニティを提供すること」であると主張する６。多文化社会のコミュニティづくり
において、NPO とそのコーディネーターの役割の根幹はここにあると思う。市
民が主体的に関わり、参加することを促す環境や仕掛けづくりもコーディネー
ターとして積極的に取り組みたい。

おわりに

　本稿では、自治体の多文化共生に関する政策を巡るコーディネーターの役割に
ついて、とりわけボランティアや NPO の中に身を置いて活動した私の経験から、
市民社会の中のコーディネーターの視点で振り返ってきた。課題設定、政策立案、
政策決定、政策実施、政策評価までの５つの段階では、政策実施においてボラン
ティアや NPO が財源圧縮のための手段としてみられがちであることも問題の１
つであり、近年盛んな「行政との協働」においても、目的認識の共有が難しいこ
となども私自身の実践経験から述べた。
　これらのことから次の３つの点が政策の側面におけるコーディネーターのポイ
ントであると言える。１つは、行政組織ではミッションと権限の範囲によってコー
ディネーターが影響を及ぼす範囲に一定の限度があるので、自治体行政の仕組み
や職員の行動原理と権限について知っておくとコミュニケーションにも役立ち、
連携や協働の場で動きやすくなる、ということである。２つめは、実践段階にお
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いてもボランティアや NPO の自主性・独立性を生かした関わり方を意識する必
要があるということである。本来 NPO に求められる課題設定や政策立案の段階
でのアドボカシーとしての関わりがまだ十分ではないこともある。なかなか現場
の活動者はアドボカシーまで行き届かないのが現状であるが、コーディネーター
としてはこのアクションは欠かせない役割である。ともすれば陳情か異議申し立
てに留まりがちな NPO を、より政策に生産的に関わることができるようにコー
ディネーターは市民の側にも政策に関わる人々に対しても働きかけるべきではな
いかということが３つめである。
　社会は今広い意味での多文化化、つまり多様な身分（法的地位）や、宗教・言
語を含めた文化的背景だけでなく、家族構成といった原初的つながり、そこから
派生するアイデンティティの形成も含めて、多様化かつ複雑化している。多様で
複雑だからこそ、どこまで視野に入れて対応するべきなのかを、多文化社会コー
ディネーターは考えたい。コーディネーターの立ち位置はコーディネーター自身
が多文化社会をどう捉えるかということに左右される。それぞれが社会のあり方
を考えながら、想像力と創造力を駆使して多文化社会を築いていければと思う。
さらに、まだ認知度が高くない多文化社会コーディネーターが市民自治の文脈の
中で役割を発揮するためには、実績を積み、それを社会にアピールすることも必
要である。
　本稿は、私自身がコーディネーターとして経験したこと、あるいは見聞きした
仲間の経験やその他のコーディネーションの実践を題材にしてまとめたため、議
論としては不十分なところもある。特に市民社会、市民自治の議論については、
地方自治や憲法の分野から理論面の研究もあり、市民協働や市民（住民）参加な
ど隣接するような概念的な用語も多い。これらの整理をしながら、多文化社会コー
ディネーターのよりよい実践と活動の場の広がりに結びつくよう、今後も実践研
究を発展させたい。



148

［注］
 １ 政策とは、「政治が追求すべき目標とその達成の計画を示すもの」であり、「政策は主として政府の

公共政策として遂行されるが、部分的には地方公共団体やその他の公共的性格の団体の手によって
も分担・遂行される」と定義される。本稿で取り上げるのは、政策そのものものではなく具体的に
は政策過程の問題に関わっている［阿部・内田・高柳1999:237］。

 ２ 生活保護法では従来外国人は保護の対象ではなく、行政措置として対象とされていた。1990年の厚
生省の口頭指示が出されてからは、永住者、もしくは在留資格が定住、もしくはその取得が見込ま
れる場合は生活保護の準用が認められたが、国や自治体としての統一見解を示すには至ってない

［日本社会福祉士会2012:62-63］。
 ３ 大阪府「大阪府国際化戦略アクションプログラム」2011年

(http://www.ofix.or.jp/actionprogram_p1.pdf)（2013年９月１日）
 ４ 参考になる数値として、特定非営利活動法人のうち保健・医療・福祉分野以外の法人の財源の

47.8％は公的機関からの委託金等である（内閣府「平成21年度市民活動団体等基本調査報告書」より）。
 ５ 中間支援組織とは、セクター間やNPO間、個人とNPOなどをつなぎ、社会課題の解決に取り組む組

織を指す［守本・吉田2013:47-50］。
 ６ 松原明（シーズ・市民活動を支える制度をつくる会）@NPOWEB（ツイッターアカウント）（2013

年５月23日確認）から。
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